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⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー ・ ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟  

処 分 規 程  

 

第 1 章  総 則  

第 1 条 （ ⽬ 的 ）  

本 規 程 は 、 本 連 盟 に お け る 禁 ⽌ ⾏ 為 に 対 す る 処 分 の 内 容 及 び ⼿ 続 を 明 確 化 し 、 処 分

の 公 正 性 ・ 透 明 性 ・ 予 ⾒ 可 能 性 を 確 保 す る と と も に 、 再 発 防 ⽌ 及 び 競 技 秩 序 の 維 持

を 図 る こ と を ⽬ 的 と す る 。  

 

第 2 条 （ 適 ⽤ 範 囲 ）  

本 規 程 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。） に 適 ⽤ す る 。  

(1) 会 員 （ 個 ⼈ ・ 団 体 ） 及 び そ の 役 職 員  

(2) 役 職 員 倫 理 規 程 第 2 条 に 定 義 す る 役 職 員 等  

(3) 選 ⼿ の 権 利 保 護 に 関 す る 規 程 第 2 条 に 定 義 す る 選 ⼿ 等  

(4) 指 導 者 、 審 判 員 、 強 化 ス タ ッ フ 、 ボ ラ ン テ ィ ア そ の 他 本 連 盟 の 事 業 に 従 事 ⼜ は

関 与 す る 者  

 

第 3 条 （ 定 義 ）   

本 規 程 に お け る ⽤ 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 の と お り と す る 。  

 (1) 「 禁 ⽌ ⾏ 為 」 と は 、 第 6 条 に 定 め る ⾏ 為 を い う 。  

 (2) 「 委 員 会 」 と は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 規 程 に 基 づ き 設 置 さ れ る コ ン プ ラ

イ ア ン ス 委 員 会 を い う 。  

 (3) 「 窓 ⼝ 」 と は 、 通 報 相 談 処 理 規 程 に 基 づ き 本 連 盟 が 指 定 す る 通 報 ・ 相 談 窓 ⼝

を い う 。  

 (4) 「 処 分 機 関 」と は 、第 11 条 に 定 め る 理 事 会 を い う 。た だ し 、会 員 の 除 名（ 定

款 第 11 条 ） ⼜ は 役 員 （ 理 事 ・ 監 事 ） の 解 任 （ 定 款 第 17 条 ） そ の 他 法 令 ⼜ は 定 款 に
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よ り 総 会 の 議 決 を 要 す る 事 項 に つ い て は 、 総 会 を 処 分 機 関 と す る 。  

 (5) 「 調 査 機 関 」 と は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 規 程 に 基 づ き 設 置 さ れ る コ ン プ

ラ イ ア ン ス 委 員 会 を い う 。  

 

第 4 条 （ 他 の 規 程 と の 関 係 ）  

1 本 規 程 は 処 分 制 度 の 基 本 事 項 を 定 め 、 通 報 、 調 査 、 是 正 、 情 報 管 理 、 選 ⼿ 選 考 ・

権 利 保 護 、 利 益 相 反 管 理 等 の 運 ⽤ 詳 細 は 、 通 報 相 談 処 理 規 程 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 規

程 、 役 職 員 倫 理 規 程 、 利 益 相 反 規 程 、 代 表 選 ⼿ 選 考 規 程 、 選 ⼿ の 権 利 保 護 に 関 す る

規 程 そ の 他 の 関 係 規 程 （ 以 下 「 関 係 規 程 」 と い う 。） に よ る 。  

2 本 規 程 と 関 係 規 程 が 抵 触 す る 場 合 は 、⼿ 続 を 定 め る 関 係 規 程 を 優 先 す る 。た だ し 、

本 規 程 の ⽬ 的 に 反 し な い よ う 解 釈 ・ 運 ⽤ し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 2 章  基 本 原 則  

第 5 条 （ 適 正 ⼿ 続 ・ 中 ⽴ 性 ・ 専 ⾨ 性 ）  

1 処 分 は 、禁 ⽌ ⾏ 為 の 明 確 な 根 拠 、事 実 認 定 の 合 理 性 、処 分 の 相 当 性 に 基 づ き 、適

正 ⼿ 続 に よ り ⾏ う 。  

2 処 分 審 査 は 、 中 ⽴ 性 及 び 専 ⾨ 性 を 有 す る 者 に よ り ⾏ わ れ な け れ ば な ら な い 。   

3 対 象 者 に は 、 弁 明 及 び 証 拠 提 出 の 機 会 を 付 与 す る 。  

 

第 3 章  禁 ⽌ ⾏ 為 ・ 処 分 内 容  

第 6 条  （ 禁 ⽌ ⾏ 為 ）  

禁 ⽌ ⾏ 為 は 、 次 の 各 号 の と お り と す る 。  

 (1) 法 令 、 定 款 、 関 係 規 程 ⼜ は 国 際 競 技 規 則 等 に 違 反 す る ⾏ 為  

 (2) ハ ラ ス メ ン ト 、 差 別 、 暴 ⼒ 、 体罰、威圧、 報復等 、 ⼈ 権侵害⼜ は安全を害す

る ⾏ 為  

 (3) 会計不正 、補助⾦・助成⾦等 の不適 正 利 ⽤ 、背任 ・横領そ の 他 の不正 ⾏ 為  
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 (4) 選 考 、 強 化 指 定 、 審 判 、 委 員 選 任 、 表彰・懲罰等 に お け る不公 正 ⼜ は 利 益 相

反 の未申告・不適切関 与  

 (5) ドーピング、⼋百⻑、 競 技 の 公 正 を害す る ⾏ 為  

 (6) 本 連 盟 の信⽤ を著しく毀損し 、 ⼜ は 競 技 秩 序 を重⼤に乱す ⾏ 為  

 

第 7 条 （ 処 分 の種類）   

処 分 は 、 違 反 ⾏ 為 の重⼤性 、影響、故意過失、 再 発 可 能 性 、 是 正状況等 を 考慮し 、

次 の 各 号 の 範 囲で科す 。  

 (1) ⼝頭⼜ は書⾯に よ る注意・ 指 導  

 (2) 戒告  

 (3) 譴責  

 (4) 資格停⽌ （⼀定期間の 職務停⽌ 、 出 場停⽌ 、登録停⽌ 等 ）  

 (5) 登録抹消  

 (6) 除 名 （ 会 員 に 対 し て は 定 款所定 の ⼿ 続 に よ る ）  

 (7) 役 職 解 任 （ 役 員 に 対 し て は 法 令 ・ 定 款 に 従 い 総 会 ⼿ 続 を含む）  

 (8) そ の 他 理 事 会 が必要かつ 相 当 と 認 め る措置 （研修受講、 再 発 防 ⽌措置 等 ）  

 

第 4 章  調 査 ・ 審 査 ・ 決 定  

第 8 条 （端緒・受付 ）  

1 禁 ⽌ ⾏ 為 の疑い は 、窓 ⼝への 通 報 、委 員 会への 相 談 、⼜ は 理 事 会・事務局への申

出 等 に よ り把握す る 。  

2 通 報 者 及 び 調 査協⼒ 者 に 対 す る不利 益取扱い は 、 通 報 相 談 処 理 規 程 に 従 い 禁 ⽌

す る 。  

 

第 9 条 （ 調 査 機 関 ）  

1 調 査 は 、原 則 と し て 委 員 会 が ⾏ う 。た だ し 、委 員 会 に 利害関 係 がある 場 合 そ の 他
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中 ⽴ 性 確 保 の た め必要 がある 場 合 、 理 事 会 は外部有識者 を含む調 査担当 者 を 指 定 す

る こ と ができ る 。  

2 調 査担当 者 は 、 当該事案に 利害関 係 を 有 す る 者 ⼜ は 関 与 し た 者であって は な ら

な い 。  

3 調 査 にあた り 、対 象 者 に 対 し 、可 能 な 範 囲で事案の概要 を 通知し 、弁 明 及 び資料

提 出 の 機 会 を 与える 。  

 

第 10 条 （懲罰パネルの 設 置 ）  

1 本 連 盟 は 、事案の重⼤性 、専 ⾨ 性 ⼜ は 中 ⽴ 性 確 保 の必要 性 に鑑み、理 事 会 の 決 議

に よ り 、懲罰パネル（ 以 下 「パネル」 と い う 。） を 設 置 す る こ と ができ る 。  

2 パネルは 、 3 名 以上で構成し 、 うち 1 名 以上は外部有識者 （ 弁 護⼠等 ） と す る 。 

3 パネル構成員 は 、 当該事案に 利害関 係 を 有 す る 者 ⼜ は 関 与 し た 者であって は な

らず、 原 則 と し て 調 査担当 者 と兼任 し な い 。  

4 パネルは 、調 査結果を踏まえ、禁 ⽌ ⾏ 為該当 性 、処 分 の 相 当 性 及 び 再 発 防 ⽌措置

等 に つ い て 審 査 し 、 理由を 付 し て 理 事 会 に意⾒ （勧告） を 提 出 す る 。  

5 パネルの 運営そ の 他必要 事 項 は 、 理 事 会 が 別 に 定 め る 。  

 

第 11 条 （ 処 分 審 査 ・ 決 定 ）  

1 理 事 会 は 、 第 9 条 の 調 査結果及 び前条 のパネルを 設 置 し た 場 合 は そ の意⾒ を踏

まえ、 禁 ⽌ ⾏ 為該当 性 及 び 処 分 内 容 を 審 議 し 、 理由を 付 し て 決 定 す る 。  

2 理 事 会 は 、パネルの意⾒ を尊重し 、こ れ と異な る 決 定 を す る 場 合 は 、そ の 理由を

議 事録に 明記す る 。  

3 会 員 の 除 名 ⼜ は 役 員 の 解 任 等 、法 令・定 款上、総 会 決 議 を 要 す る 事 項 に つ い て は 、

理 事 会 は 当該⼿ 続 を ⾏ う 。  

4 処 分 の 審 査 ・ 決 定 に 関 与 す る 者 は 利害関 係 を 有 し て は な らず、 利害関 係 者 は 審

査 ・ 決 定から 除外さ れ 、 そ の旨を 議 事録に記載す る 。  



 5 

 

第 12 条 （ 通知・ 理由の告知）  

1 処 分結果は 、 対 象 者 に 対 し 、書⾯（電磁的記録を含む。） に よ り 通知す る 。  

2 通知に は 、処 分 の 内 容 、理由、主要 な 認 定 事 実 、⼿ 続 の経過及 び 可 能 な 範 囲で認

定 根 拠 （ 証 拠 の概要 ） を記載す る 。   

 

第 13 条 （ 公 表 ）  

1 本 連 盟 は 、対 象 者 の プ ラ イバシーに配慮し た上で、処 分結果の 公 表 基準を 別 に 定

め 、 こ れ に 従って 公 表 の 有無及 び 公 表 内 容 を 決 定 す る 。   

2 公 表 を ⾏ う 場 合 、匿名 化 そ の 他必要 な措置 を講じる 。  

 

第 14 条 （記録・ 保存・点検）  

1 本 連 盟 は 、申⽴ て 、調 査 、審 査 、決 定 、通知、公 表 等 に 関 す る記録を作成し 、適

切に 保存す る 。  

2 本 規 程 の 運 ⽤状況は 、毎事 業年度 、監 事 及 び 委 員 会 が点検し 、必要 に応じて 理 事

会 に改善提⾔を ⾏ う 。  

3 本 連 盟 は 、外部の 中 ⽴ 的かつ 専 ⾨ 的 な 第三者 に よ る 運 ⽤ 確 認 を 定期的 に受け る

よ う努め る 。   

 

第 5 章  紛争解 決 （⾃動応諾条 項 ・ 通知）  

第 15 条 （⾃動応諾条 項 ）  

1 本 連 盟 の懲罰処 分 そ の 他 本 連 盟 の 決 定 に 関 す る紛争は 、 公 益財団 法 ⼈⽇本 スポ

ーツ仲裁機構（ JSAA）の「 スポーツ仲裁規 則 」に 従 う スポーツ仲裁に よ り 解 決 さ れ

る も の と し 、 本 連 盟 は こ れ に⾃動的 に応諾す る 。   

2 ⾃動応諾条 項 の 対 象 は 、不利 益 処 分 に 対 す る不服申⽴ に限らず、代 表 選 ⼿ の 選 考

を含む本 連 盟 のあらゆる 決 定 を広く含む。   
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3 申⽴期間そ の 他 の ⼿ 続上の 制限に つ い て 、 合 理 的でな い 制限を 設 け な い 。   

 

第 16 条 （ 通知義務）  

1 本 連 盟 は 、 処 分結果を 通知す る 際 、 対 象 者 に 対 し 、 JSAA に よ る スポーツ仲裁の

利 ⽤ が 可 能である旨及 び そ の⽅法 、 ⼿ 続期限等 を記載し た書⾯を交付 す る 。   

2 本 連 盟 は 、必要 に応じて 、 JSAA 制 度 の案内 をウェブサイ ト 等で周知す る 。  

 

第 6 章  周知・改廃  

第 17 条 （周知）  

本 規 程 は 、 本 連 盟ウェブサイ ト 等 を 通じて周知す る 。   

 

第 18 条 （改廃）  

本 規 程 は 、 法 令 、ガバナン ス コード及 び 運 ⽤状況を踏まえ、 理 事 会 の 決 議 に よ り改

廃す る 。  

 

附則   

本 規 程 は 、 2025 年 10 ⽉ 1 ⽇から施⾏ す る 。  

 


